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1.北ツ海の伝承

古代における北ツ海 (日 本海)と 日本列島の北ツ海沿岸地域とが、東北アジア 。ユーラシ

ア大陸と深いつながりをもっていることに気づくようになったのは、1970年代のはじめの

ころからであった。おりにふれての北ツ海文化圏にかんする所見を雑誌や新聞に発表して

いたのが機縁となって、1974年の11月 、富山市で開催された日本海沿岸地帯振興連盟の10

周年大会に招かれ、「日本海文化の伝統と創造」というテーマで記念講演をした。この時

の講演は同名の冊子として、翌年の3月 に刊行されている。

読み返してみると22年ばかり前の講演記録であるため、不充分な点がかなりある。しか

し基本的な見方は、いまもなお修正する必要がないと考えている。最近、北ツ海をめぐる

古代日本の歴史と文化が改めて注目されつつあるのは、古代日本の内なるものと外なるも

のとの重層的発展の実相をみきわめるのに大きく寄与する動向として評価される。

こうした動向に対應するかのように、丹後を中心とする地域でも、近時あいついで重要

な発掘調査の成果が積みあげられてきた。久美浜町須田湯舟坂 2号墳出土の大小 4頭 (2

対)の双龍文のある環頭大刀、丹後町徳光の高山12号墳出土の金銅製双龍環頭大刀柄頭 2

点、あるいは福知山市天田の広峯15号墳出土の景初 4年 (240)銘盤龍鏡、弥榮町と峰山町

にまたがる大田南 5号墳出土の青龍 3年 (235)銘方格規矩四神鏡、大田南 2号墳出土の 2

世紀後半の早い頃に製作されたと推定されている画文帯環状乳神獣鏡など、その成果は枚

挙にいとまもないほどある。弥榮町遠所の貴重な製鉄遺跡の検出もみのがせない。

1995年の10月 、弥榮町の奈具岡北 1号墳からは、日本海沿岸地域ではじめてという加耶

系の陶質土器12点がみつかって、俄然脚光をあびた。また奈具岡遺跡では、1992年の発掘

調査によって、日本列島でも早い時期の水晶玉工房跡がたしかめられていたが、さらにこ

の度、水晶玉工房跡を含む住居跡65基以上とこぶし大の水晶原石、ほぼ完成品に近い関連

遺物が大量に出土して、話題をあつめた。

弥榮町奈具岡の遺跡では、水晶玉(大・中小)の ほか算盤玉・なつめ玉・管玉・勾玉など

約500点 以上が出土したばかりでなく、たがね :き り・針などの原石加工の製鉄工具類、
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玉を磨 く砥石、鉄斧・鉄鏃、加工直前段階のものと考えられる板状・棒状の鉄素材など約

5,000点 以上が出土している。原石の破砕・表面加工・研磨などの工程を物証する貴重な

遺物が奈具岡遺跡の重みをます。

玉作 りの文化をめぐっては、日本海沿岸地域では、従来北陸と出雲が重視されてきたが、

京都府北部 (丹後地域)が両者の中間地域としてあらたにクローズ・アップされることとな

った。

これらの発掘調査の成果は、北ツ海と日本海沿岸地域のになった役割を再認識するにふ

さわしいみのりであった。私などがとくに興味と関心をそそられたのは、 5世紀前半とみ

なされている奈具岡北 1号墳から加耶系陶質土器が出土したことであった。加耶系陶質土

器は、これまで大阪府内や九州北部の地域で、20数力所みつかっているが、 5世紀前半の、

しかも弥榮町奈具岡北 1号墳で出土したとの連絡をうけて、感慨ひとしおのものがあった。

須恵器の生産にかんする技術の伝来のルートが、北九州や大阪府南部にとどまらず、朝

鮮半島南部 (加耶)か ら丹後半島への伝来のコースのあったことを物語る遺物 0遺跡である

と直感したからである。

私がそのように直感した背景には、いくつかの理由があった。そのひとつは『日本書紀』

の垂仁天皇 2年是歳の条に、「一に云はく」として、朝鮮半島南部の意富加羅 (大加耶)国

の王子と伝える都怒我阿羅斯等 (つ ぬがあらしと)が、御間城 (み まき)天皇 (崇神大王)の代

に、穴戸 (長門)か ら「嶋浦につたよひつつ、北ツ海より廻 りて、出雲国を経て此間に至れ

り」と記す伝承を載せているからである。

この説話には、角鹿 (敦賀)の地名を語る伝説的要素があり、またこの『日本書紀』の都

怒我阿羅斯等の伝承と『古事記』に描 く天之日矛 (『 日本書紀』などでは天日槍と書く)の

伝承との間には類似の側面がある。詳しくは「古事記の渡来伝承」 (『古代伝承史の研究』

所収、塙書房、1991年 )で も言及したので、ここでは再説しないが、両者の説話のなかに

ともに牛が登場し、神石 (白石)や赤玉が乙女に変化し、その乙女が比売碁曽(ひめこそ・

比売語曽)の社と神となり、彼女を追って渡来する説話の構成は同じタイプに属する。

したがって、都怒我阿羅斯等の渡来伝承をそのまま史実とみなすわけにはいかないが、

両者の説話には明らかな差異も存在する(こ の点については『渡来の神天日槍』、いずし但

馬・理想の都の祭典実行委員会、1995年 で詳論した)。 たとえばその渡来のコースが明確

にちがっている。天之日矛 (天 日槍)は、新羅国の王子と伝え、彼は北九州→瀬戸内海→難

波→宇治→近江→若狭・但馬へとおもむく。意富加羅国の王子とする都怒我阿羅斯等は長

門→出雲そして越前へのコースをたどるのであり、北ツ海のルートを「嶋浦につたよひつ

つ」渡来する。
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日光感精型・赤玉神女型の神話は、F三 国史記』などにもみえるところであって、都怒

我阿羅斯等の原伝承のふるさとは、朝鮮半島南部にあつたと考えてよいであろう。いずれ

にしてもこの都怒我阿羅斯等の渡来伝承が、加耶と出雲・越前などのつながりを反映した

説話であることにかわりはない。福井県美浜町の獅子塚古墳出土の陶製角杯につながる角

杯が加耶で出土し、福井県松岡町の二本松山古墳出土の鍍金と鍍銀の冠と類似する冠が、

韓国の高霊郡池山洞32号墳から出土しているのも参考になる。

ところでこの『日本書紀』の都怒我阿羅斯等の渡来伝承は、古代の人びとが日本海をか

つて北ツ海とよんでいたことを物語る史料としてもみのがせない。日本海という名称は、

通説ではロシア提督のクールゼン・シュテルンが文化 2年 (1804)に 長崎から帰国して『世

界周航記』に書いたのがそのはじまりとするが、必ずしもそうではない。それよりは半世

紀ばかり前に、蘭学者の山村才助(1770-1807)が 、延享年間(1744～ 48)に執筆した『訂正

増訳来覧異言』に日本海とみえており、彼は太平洋を東日本海によんでいた。日本海を重

視した山村才助は、太平洋をあえて東日本海と称したのであろう。その慧眼は注目にあた

いする。

2.交渉の内実

日本海沿岸地域における発掘調査の成果によって、括目すべきものがつぎつぎと検証さ

れている。その代表的な遺跡のひとつが、鳥取県淀江町の上淀廃寺跡である。淀江といえ

ば石馬谷古墳の石馬の存在で早くから注目されていた。日本海沿岸地域では、現在までの

ところ、唯一の石馬のあるところで、福岡県八女市の岩戸山古墳にあったと伝える石馬と

の比較が論議されている。

中国の石馬の文化、朝鮮半島の石馬の文化とのつながりも改めて問題となるが、淀江の

港を介する北ツ海文化のありようも軽視するわけにはいかない。その石馬谷古墳の近くで

あらたにみつかった、 7世紀後半から8世紀のはじめにかけてのころに創建されたと推定

されている上淀廃寺跡では、金堂と南北塔が確認され、さらに彩色壁画片・塑像片などが

多数出土した。神将の上半身や菩薩頭部の彩色壁画片がとくに注意される。大和中心の仏

教文化論を問いただす画期的な検出であったといってよい。パルメット文様のある岡益の

石堂、その近くの梶山古墳の壁画などとともに、北ツ海文化の再検討をうながす廃寺跡の

発掘調査であった。上淀廃寺の隣接地域に孝重山(高重山)があって、この山が古くからカ

ラヤマとよばれていたのも興味深い。

古代における北ツ海文化のありようは、『出雲国風土記』の内容にもうかがわれる。『出

雲国風土記』の意宇郡の冒頭には有名な八束水臣津野命 (や つかみずおみづぬのみこと)に
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よる国引き神話が収録されている。この八束水臣津野命は、『出雲国風土記』の意宇郡の

条によれば「八雲立つ」とことあげした神であり、島根郡の条によれば島根という地名を

命名した神として特筆されている。

日本の他の古典にはこの国引き神話はみえず、『出雲国風土記』のみに伝える国引き神

話がそれであった。国引き神話の主人公ともいべき八束水臣津野命という神名じたいが独

自であって、類似の神名は『古事記』上巻にわずかに 1カ 所、須佐之男命 (す さのおのみ

こと)の系譜に「洪美豆奴神 (お みづぬのかみ)」 がみえるにすぎない。

国引き神話のなりたちについての私見は、「語部と伝承」 (『古代伝承史の研究』所収、

塙書房、1991年 )、 「古代出雲の研究課題」 (『古代を考える出雲』所収、吉川弘文館、

1993年 )な どでも述べたところだが、たんなる机上の作品ではなく、在地神であったヤツ

カミズオミヅヌノミコトを信奉する地域の口頭伝承が核となって形づくられていったと考

えられる。現伝の国引き詞章では、「高志 (こ し)の都々(つつ)の三埼 (み さき)」 (北陸の珠

洲の岬)や 「志羅紀 (し らき)の三埼」 (新羅の岬)が国引きの対象地域に入っているが、私

見によれば、これらは国引き神話の原伝承をもととしてのちに加工されたものと考えてい

る。しかし現伝の国引き神話に、北ツ海を媒介とする北陸の珠洲の岬や新羅の岬が含まれ

ているのは、F出雲国風土記』の国引き神話が出雲の国のみにはとどまらず、北ツ海をな

かだちとする交渉のひろがりを反映するものになっているといってよい。

北ツ海をめぐる交渉には対外交渉ばかりでなく対内交渉もあった。したがって新羅の岬

のほか珠洲の岬も、国引きの対象地として登場することになる。『日本書紀』の崇神天皇

60年 7月 の条には、有名な「出雲の神宝」貢上事件の説話が載っている。この事件は出雲

の振根 (ふ るね)が筑紫へおもむいていたおりのできごととして物語られている。出雲の首

長層と筑紫の首長層のまじわりを物語る説話でもあった。

実際に出雲と筑紫、出雲と北陸のつながりを傍証する例はかなりある。『出雲国風土記』

によれば神門郡の古志郷の郷名の由来を、「古志の国人等、到来して堤をつくり、やがて

宿居 (や ど)れ りし所なり」と述べ、また狭結 (さ よふ)駅の最色 (狭結)の由来を「古志国の

佐与布 (さ よふ)人来り居れり、故 (かれ)、 最色 (さ よふ)と いふ」と記すのは、古志 (北陸)

の人びとの来往があったことを前提とする。『同』意宇郡の母理 (も り)郷や拝志 (は やし)

郷の条に大穴持命 (大国主命)に よる高志の八日(や くち)の平定を伝えるのも偶然ではない。

北陸地域に出雲系の神々がまつられていたことは、たとえば『延喜式』の能登国羽咋郡

に大穴持神像石神社、能登郡に宿那彦 (す くなひこ)神像石神社が鎮座するのにもうかがわ

れる。出雲や伯者と筑紫との地域とのかかわりは、『古事記』 (上巻)の神統譜に、大国主

神が宗像三女神の一神である多紀理昆売 (た きりひめ)を めとり、また『延喜式』の伯者国
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会見郡に宗形神社の鎮座を記載するのにも投影されている。日本海側の式内社で、宗像神

をまつる例は珍しいが、この宗形神社はもとより宗像神社であった。米子市の宗像の地名

もさかのぼって古い。出雲大社の本殿の神座が北ツ海の方に向い、本殿のそばに筑紫社が

古くから鎮座するのもいわれあってのことである。

出雲を中心に発展した四隅突出型の墳丘墓の分布も興味深い。1995年の 7月 、広島県三

次市四拾貫町の陣山遺跡で、弥生時代中期後半のものと推定される四隅突出型の墳丘墓 5

基がみつかったが、この地域は日本海にそそぐ江の川の上流に位置する。出雲寄 りの備

後・安芸から、出雲の地域で注目される四隅突出型墳丘墓は、石見・伯者・因幡・越前・

加賀・越中にひろがる。朝鮮民主主義人民共和国の慈江道楚山郡蓮舞里 2号墓は四隅突出

型積石塚といわれている(た だし東南の角は判然としない)。 四隅突出型墳丘墓のルーツに

ついてはなお検討すべき課題を残すとはいえ、石見 0出雲から越中にかけて日本海側に分

布することを改めて注意したい。

出雲に多い横口式家形石棺が北九州につながることは多 くの先學がすでに指摘 してい

る。1994年の第 1次調査と1995年の第 2次調査によって、出雲東部で最大の規模といって

よい横穴墓群の存在がたしかめられた。島根県八束郡東出雲町の島田池遺跡がそれである。

その 1号横穴墓には、凝灰岩製の組合せ横口式家形石棺があって、それには見事な灯明石

がついていた。これに類するものは出雲で4基わかっているが、九州では石屋形のついた

もの 1例、横穴墓に造りつけられたもの2例があり、時期的には福岡県の王塚古墳のもの

が最も古いとされている。灯明石のルーツは北九州と考えられる。

こうした北ツ海をめぐる文化の流入・伝播の上で大きな役割をはたした存在として注目

されるのが、海人の集団である。海人の集団には、沿岸 (内 海)漁業を主とするタイプと、

遠洋 (外海)漁業を主とするタイプとがあったが、前者を漁人型とすれば、後者はより航海

技術の進んだ船人型とみなすことができよう。かつて阿曇系の海人は内海型、宗像系の海

人は外海型と思われる要素を指摘 したことがあるが(「海神の原像」、『住吉と宗像の神』

所収、筑摩書房、1988年 )、 北ツ海をめぐる交渉でも、対内的と対外的とがあったと考え

られる6対外交渉に従事する海人集団は、漁人型から成長した船人型の人びとが多かった

のではないか。

公権力による社会的分業の編成と徴税の組織として具体化した部民制は、海人集団にも

浸透してゆく。そしてしだいに海 (部)直→海部の統層関係が明確化する。国家間の対外交

渉においては、海部化した人びとが利用されたにちがいない。

日本海側における海部郷の東限は、越前 (福井県)坂井郡の海部郷 (『和名類衆抄』)だが、

若狭にも海部 (平城宮出土木簡)、 丹後にも熊野郡海部郷、加佐郡凡海郷 (『和名類衆抄』)、
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海部直(「籠名神社祝部氏系図」)、 但馬にも海直(『新撰姓氏録』)な どが分布し、隠岐の

海部郡海部郷(『和名類衆抄』)におよぶ。北ツ海沿岸地域の海部と北ツ海をめぐる内的・

外的交渉のありようについても再検討する必要があろう。

北ツ海が対外交渉において重要な意味をもっていたことは、高句麗使節が570年 0573

年・668年の場合、すべて北陸から上陸し、渤海使節が727年から919年 までの間に35回 (正

式使節34回 )、 渤海などの「難民」の来着2回のうち、日本海側が30回 であり、これに929

年の東丹国使の丹後郡大津浜を加えると、その数はさらに増加する。

遣渤海使の出発港・帰着港、渤海使帰国のさいの出発地については、これを明記する史

料が少ないので断言できないが、判明するのは遣渤海使(送渤海使を含む)15回 のうちでは、

能登(3)、 越前(3)、 加賀(2)、 出雲(2)、 伯者(1)と なり、遣渤海使の帰着港は越前

(4)、 隠岐(2)と 、やはり日本海側である。

古代の日本と渤海についての私見は、すでに「古代日本と渤海」 (『謎の王国・渤海』

所収、角川書店、1994年 )や「日本と渤海の交渉一交渉史の問題点をめぐって」(『いま、

よみがえる海の道』所収、環日本海松江国際交流会議発行、1996年 )な どで述べたが、日

本海側から上陸し、日本海側から出発したことのみをもって、実際に渤海使と日本海側の

地域の人びととの交渉があったと論断するわけにはいかない。上陸地や帰国地がたんなる

通過点にすぎない場合もある。入京を許されなかった渤海使などが実際に日本海側に滞在

した期間と、そのなかでの地域の人びととどのようなまじわりをもったか、その点を検討

しなければ、交渉の内実は不明というほかない。

渤海使を「商旅」とみなした右大臣藤原緒嗣の言上(『類衆国史』承和 3年 3月 の条)、

諸市人と実際に交易した渤海使(『 日本三代実録』貞観14年 5月 22日 の条)の例にもみられ

るように、後期の渤海使には「商旅」のおもむきがあった。

827年の渤海使や882年の渤海使の場合には、国使らと私的な交易をすることを禁止され

ているが(『類衆国史』、『日本三代実録』)、 これを逆にいえば私的な交易が現実に実行さ

れていたが故の禁令であった。入京を許されなかったり、あるいは帰国準備がととのわな

かったり、帰国の途次遭難して再入国したりして、日本海側にかなり長期に滞留した人び

とが現地の人びとと交流した例もあった。809年 に入京した渤海使メンバーである高多仏

のように、越中に滞留・安置されて渤海語を教えた人物もいた(『 日本紀略』・『日本後

紀』)。 北ツ海をめぐる交渉の多様性とその実相をさらにみきわめることが、あらたな課

題として浮かびあがってくる。
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3。 ×印の謎

1985年は古代史にとっての注目すべき年であった。1985年の夏には、前年の夏に島根県

斐川町のいわゆる荒神谷遺跡で、銅剣 (中細形C)がなんと358本 の埋納がみつかったのに

つづいて、銅鐸 6個・銅矛16本が検出された。そして1985年の9月 からは、奈良県斑鳩町

の藤ノ木古墳の本格的調査がはじまり、そして奈良市の平城京二条大路の長屋王邸跡とそ

の側溝から木簡 (約 74,000点 )が出土した。

そのいずれもが貴重な遺物・遺跡であったが、日本海側でもっとも注目されるのが、斐

川町の神庭 (かんば)遺跡であった。発掘の当初から、私が一貫してあえて荒神谷遺跡とは

いわずに神庭遺跡あるいは荒神谷神庭遺跡・神庭荒神谷遺跡などと称してきたのには、そ

れなりの理由があった。荒神谷という地名は古代にさかのぼる地名ではない。遺跡の場所

は神庭にあった。『出雲国風土記』の出雲郡内にみえる神名火 (かんなび)山 (仏経山)は神

庭遺跡からあおぐことができる。この神名火山の峰 (山 山領)に は、『出雲国風土記』が述

べるように「曽支能夜社 (そ きのやのやしろ)に 坐す伎比佐加美高日子命 (き ひさかみたか

ひこのみこと)の社」があった。

神庭遺跡のあたりの谷は西谷 (さ いだに)と よばれ、サイダニは斎谷 (さ いだに)であった

可能性もある。斐川町宇夜神庭に鎮座する神代 (かむしろ)神社は、『出雲国風土記』に記

す「神代社」であり、『延喜式』に載す「神代神社」であった。そして宇夜神庭の「宇夜

里」は、F出 雲国風土記』が「宇夜都弁命 (う やつべのみこと)、 その山峯 (宇夜山・権現

山)に天降り坐ましき、即ち彼の神の社、今に至るまで、猶 (な お)此の虎に坐ませ り、故

(かれ)、 宇夜里といふ」と明記するように古い里名である。『出雲国風土記』には出雲国

独自の神の降臨伝承を、飯石郷・波多郷・屋代郷の各条にも記載するが、その降臨した神

(宇夜都弁命)の社が「今に至るまで、猶此の虎に坐せり」と特記するのは、宇夜の里の場

′△'の みである。

この宇夜里がのちに健部 (た けるべ)郷 と改められた。この地域に現実に建 (健 )部集団が

居住 したことは天平 6年 (734)の 『出雲国計会帳』や天平11年 (739)の 『大税負死亡人帳』

によってたしかめることができる(出 雲郡の建部集団については「荒神谷神庭遺跡と藤ノ

木古墳」、『古代伝承史の研究』所収、塙書房、1991年で論究した)。

神庭の地名は古 くからあって、銅鐸14個 、鋼支 7本が出土した神戸市櫻ヶ丘の地名も、

かつてはカミカ(神 丘・神岡)であり、銅鐸が出土した兵庫県夢前町のそれは神種 (こ うの

くさ)であった。滋賀県野洲町の大岩山では、あわせて23個の銅鐸が出土したが、大岩山

の由来は巨大な磐座 (い わくら)信仰とのつながりを示唆する。こうしたありようを前提と

して、発掘当初から、あえて神庭という遺跡名にこだわりつづけてきたのである。
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全国で総計300本あまりの銅剣出土例が知られていたが、神庭遺跡では実に358本 (計

161kg)の銅剣 (し かも同一型式の中細形C)が埋納されていたことは驚きであった。そして

さらに銅鐸 6個 と銅矛16本が伴出したのである。銅文も出土するのではないかと期待して

いたが伴出しなかったが (出 雲大社の命主=いのちぬし=神社では銅文の出土が伝えられ

ている)、 神庭遺跡の銅鐸がいわゆる近畿につながり、銅矛が北九州につながるとしても、

青銅器文化の銅鐸文化・銅矛文化のその接点ともいうべき神庭遺跡にこのようにたくさん

埋納された銅剣はいったいどこで製作されたのか。神庭遺跡のシンポジウムでその歴史的

背景を報告したおり(『荒神谷の謎に挑む』所収、角川書店、1987年 )、 銅剣の出雲製作地

説を支持したが、出雲で神庭遺跡出土の銅剣の鋳型がみつからない限り速断するわけには

いかない。

『記』・『紀』の神話では、大国主神の別名を八千矛神やちほこのかみと称し、『紀』

(巻第 3)で は出雲をその代表とする葦原 (あ しはら)の 中つ国を「細支 (く わしほこ)の千足

(ち たる)国」とよぶと共に、F日 本書紀』の神話では大国主神 (大 巳貴神)が、国ゆずりの

さいに「吾、この矛 (広矛)を 以て、卒 (つ い)に功治ことなせることあり、天孫、若 (も )し

この矛を用ひて国を治 (し )ら さば、必ず平安 (さ き)く まさむ」とことあげするも出雲の主

宰神 (所造天下大神)と もいふべき大国主神の亦の名が八千矛神であり、出雲の言向(こ と

むけ)の シンボルを矛とするのも興味深い。1974年の11月 に出版された『出雲』 (毎 日新聞

社)の なかで、出雲の青銅器文化の保有する意義を重視すべきだとしたのは、八束郡鹿島

町の志谷奥遺跡で銅剣 6本・銅鐸 2個が伴出していたことのみではない。神話においても

青銅器文化を反映する伝承がみいだされたからであった。

神庭遺跡出土の鉄剣・銅鐸・銅矛については、その形態の詳細な吟味、銅・鉛・錫など

の成分にかんする定量分析などが進められてきたが、私があらたに注目しているのは、そ

の埋納の状況である。銅鐸は鰭 (ひ れ)を 上下にして横たえ、銅剣・銅矛は双刃を上下に立

てて横たえた埋納をなし、しかも銅鐸・銅矛群の上には1。 1× 0。 7mの小建物、銅剣群の上

には3。 2× 4。 5mの建物がたてられていた形跡のあること、そして358本の銅剣のうち328本

の茎 (な かご)に ×印のあること、その 2つである。

徳島市の矢野遺跡の銅鐸出土地のまわりに柱穴があったことを参照すれば、神庭遺跡の

銅剣群や銅鐸・銅矛群には、その埋納を保護し、かつなんらかのまつりとかかわりのある

覆屋的な施設があった可能性が高い。問題は、神庭遺跡埋納銅剣の92%に なぜ×印が付け

られているのか。その謎をどう解釈するのか。この×印が鋳造後の埋納前にタガネなどで

刻されたものであったことはまちがいない。

この銅剣358本 はいずれもが同一の型式であり、ひとつとして刃こぼれがない。しかも
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東西方向に鋒と茎がほぼ水平になるように並べて、刃を立てた状態で出土している。A列

は鋒の方向を 1本ずつ変えて交互に置き、B列 は南側の4本だけ鋒が西を向き、 5本日か

らはやはり交互に置いていたという。C列 ・D列はすべて鋒を東に向けて置いていたと報

告されている。その埋納が意識的に行なわれていたことはまちがいない。

×印のある遺物としては、大阪府東奈良遺跡出土の銅文の土製鋳型蚤部、奈良県の唐

古・鍵遺跡の鹿の下顎骨製装身具、大阪府の人生堂遺跡の銅鐸形土製品のヘラ書き、滋賀

県の鳴稲山古墳出土の刀剣装具、福岡県石人山古墳の家形石棺や同県の井寺古墳の石障に

ある直孤文と同心円文の×印などが知られている。

それらの例のみで×印の謎を理解することはむずかしい。そこで参考になるのが、葬送

にかんする民俗の事例である。×印を青森県や北九州の地域ではモガリとよぶ例があり、

奈良県吉野郡川上町や初瀬町では、仏送りの供物にそうめんを×形にかけるという。宮城

県の地域では盆の仏棚のかざりに×印の白布をとりつけ、岡山県の長船町では、埋葬直後

の新墓をむしろで覆い×形に竹をくむと報告されている。

これらは私の知っている若干の民俗事例にすぎないが、×印あるいは×形が、イミのし

るしであり、魔よけの除災 。避邪の意味をもっていたことが察知される。考古学と民俗学

を安易に結びつけるわけにはいかないが、神庭遺跡で検出された銅剣×印の意味づけの参

考になることはたしかであろう。

神庭遺跡における銅剣などの埋納の時期については、紀元 1世紀前半とみなす説が有力

とされているが、なぜ358本 にもおよぶ銅剣が 1箇所に整然と埋納されていたのか。その

製作地と埋納の目的が改めて問われる。斐川町の神庭遺跡のあと、 2世紀後半のころから

西谷墳丘墓群が築造されてくる。その推移もまた出雲古代史の動向を探求するさいの研究

課題となる。そしてそれが北ツ海をめぐる政治と文化に、いかなるかかわりをもったか、

さらなる探求が期待される。

(う えだ 。まさあき=当 センター理事・大阪女子大学学長 e京都大学名誉教授)
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